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国連総会がイスラエルのパレスチナ不

法占拠の終結を求める決議を採択 
 

国連総会は 9 月 18 日、イスラエルによるパレスチナ領土の不法占拠を終わら

せ、12 ヶ月以内にすべての兵士と入植者を撤退させることを要求する決議案

を圧倒的多数で採択した。 

この総会決議は、国際司法裁判所（ICJ）が 7 月に下した裁定（勧告的意見）

に基づくもので、「イスラエルが被占領パレスチナ地域に駐留することは違

法」とし、イスラエルに、軍隊とすべての入植者を撤退させ、奪った土地と財

産を返還し、難民となったパレスチナ人を帰還させるよう求めている。また国

連加盟国にたいし、違法占拠を継続する援助や支援を民間企業を含めて行わな

いよう求めている。 

決議案には国連加盟国 193 カ国のうち、非同盟諸国を中心に 124 カ国(64%)

が賛成、反対は 14 カ国(7%)、43 カ国(22%)が棄権した。注目されたのは日

本で、アメリカとたもとを分かって、パレスチナ国家承認就任にふみきったフ

ランス、アイルランド、ポルトガル、スペインとともに、決議案に賛成票を投

じた。 

決議に反対票を投じて、事実上イスラエルの不法占拠を支持した国々は、アメ

リカ合州国とイスラエルの他は、アルゼンチン、パラグアイの極右政権と、反

イスラム主義が根強い西欧のチェコ、ハンガリーだけで、このほかはマラウ

イ、パパニューギニア、そしてフィジー、ミクロネシア、ナウル、パラオ、ト

ンガ、ツバルの小さな太平洋島嶼国だった。 

棄権した国は欧州諸国と一部のアフリカ諸国のほか、オールトラリアや韓国、

インドが含まれている。インドはかつて非同盟路線をとり、現在はグローバル

サウススの代表を自任しているが、ヒンドゥー至上主義のモディ政権は反イス

https://x.com/UN_News_Centre/status/1836426106896785428


ラムとユダヤ至上主義への親近からイスラエルの極右政権と親密な関係を築い

ている。投票できなかった 11 か国の中にはベネズエラをはじめ、アメリカに

よる経済制裁では国連分担金を支払うことができず、投票権を奪われている諸

国がある。 

イスラエルによる違法占領の終結をもとめた決議案への態度は、国連と国際法

の秩序を支持する圧倒的多数の諸国と、それに反対するアメリカとそれに追随

する諸国との対立を鮮明にした。 

 

決議の全文は n2426648.pdf (un.org) 

以下は国連 HP のニューズの報道。 

UN General Assembly demands Israel end ‘unlawful presence’ in Occupied Palestinian 

Territory | UN News 

決議はイスラエルが国際法を遵守し、軍隊を撤退させ、すべての新たな入植活

動を直ちに停止し、占領地からすべての入植者を避難させ、被占領西岸地区内

に建設した分離壁の一部を解体することを求めている 

https://documents.un.org/doc/undoc/ltd/n24/266/48/pdf/n2426648.pdf
https://news.un.org/en/story/2024/09/1154496
https://news.un.org/en/story/2024/09/1154496


国連総会はさらに、イスラエルに対し、土地やその他の「不動産」、1967 年

の占領開始以降に押収されたすべての資産、パレスチナ人やパレスチナの施設

から奪ったすべての文化財や資産を返還するよう要求した。 

決議はまた、イスラエルが占領中に避難を余儀なくされたすべてのパレスチナ

人が出身地に戻り、占領によって引き起こされた損害の補償を行うことを許可

するよう要求している。 

国連総会は、その決議において、すべての国連加盟国に対し、国際法に基づく

義務を遵守し、被占領パレスチナ地域におけるイスラエルの継続的なプレゼン

スに対処するための具体的な措置を講じるよう求めた。 

総会は、各国に対し、領土におけるイスラエルの存在を合法と認めることを控

え、占領によって生じた状況を維持するための援助や援助を提供しないことを

確保するよう要請した。これには、自国の国民、その管轄下にある企業、およ

び団体がイスラエルの占領を支援または維持する活動に従事することを防ぐた

めの措置を講じることが含まれます。 

さらに、総会は各国に対し、イスラエルの入植地を原産地とする製品の輸入を

停止し、武器、弾薬、および関連装備が被占領パレスチナ地域で使用される可

能性があると疑うに足る合理的な理由がある場合には、イスラエルへの武器、

弾薬、および関連機器の移転を停止するよう求めた。 

さらに、決議は、領土内でのイスラエルの違法な存在の維持に関与した個人や

団体に対して、渡航禁止や資産凍結などの制裁を実施するよう各国に促しまし

た。これには、入植者の暴力に関連する問題に対処することや、これらの活動

に従事する人々が法的および財政的な結果に直面することを確保することが含

まれます。 

総会は、イスラエル政府が国連憲章、国際法、国連決議に基づく義務を「継続

的かつ全面的に無視し、違反していることを強く遺憾に思う」と述べ、そのよ

うな違反は地域および国際の平和と安全を「深刻に脅かす」と強調した。 

http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html


また、イスラエルは、被占領パレスチナ地域における国際法(国際人道法およ

び国際人権法を含む)の「いかなる違反についても責任を問われなければなら

ない」ことも認めた。 

その条文は、イスラエルは「そのような行為によって引き起こされたいかなる

損害も含めて、損害賠償を行うことを含め、そのすべての国際的に不法な行為

の法的結果を負わなければならない」と述べている。 

総会は、イスラエルの行動によって引き起こされた損害、損失、または傷害に

対処するための賠償のための国際メカニズムの設立の必要性を強調した。 

また、証拠と関連する請求を文書化するために、引き起こされた損害の国際登

録簿を作成することも求めました。 

国際会議 

 

この決議には、パレスチナ問題に関する国連決議と、中東における公正で永続

的かつ包括的な和平の達成のための二国家解決を履行するための国際会議を、

総会の会期中に招集する決定も含まれている。 

さらに、総会は国連事務総長に対し、ICJ が特定した、あらゆる形態の人種差

別の撤廃に関する国際条約第 3 条に対するイスラエルの違反をフォローアップ

するメカニズムの提案を提示するよう要請した。 

第 3 条は、人種隔離とアパルトヘイト、および国際条約の締約国が、その管轄

下にある領域におけるこの種のすべての慣行を防止、禁止、根絶することを約

束することに言及しています。 

各国へのよびかけ 

 

国連総会は、その決議において、すべての国連加盟国に対し、国際法に基づく

義務を遵守し、被占領パレスチナ地域におけるイスラエルの継続的なプレゼン

スに対処するための具体的な措置を講じるよう求めた。 



総会は、各国に対し、領土におけるイスラエルの存在を合法と認めることを控

え、占領によって生じた状況を維持するための援助や援助を提供しないことを

確保するよう要請した。これには、自国の国民、その管轄下にある企業、およ

び団体がイスラエルの占領を支援または維持する活動に従事することを防ぐた

めの措置を講じることが含まれます。 

さらに、総会は各国に対し、イスラエルの入植地を原産地とする製品の輸入を

停止し、武器、弾薬、および関連装備が被占領パレスチナ地域で使用される可

能性があると疑うに足る合理的な理由がある場合には、イスラエルへの武器、

弾薬、および関連機器の移転を停止するよう求めた。 

さらに、決議は、領土内でのイスラエルの違法な存在の維持に関与した個人や

団体に対して、渡航禁止や資産凍結などの制裁を実施するよう各国に促しまし

た。これには、入植者の暴力に関連する問題に対処することや、これらの活動

に従事する人々が法的および財政的な結果に直面することを確保することが含

まれます。 

休会 

 

最後に、総会は第 10 回緊急特別会期を一時的に休会し、加盟国からの要請に

応じて総会議長に会期を再招集する権限を与えた。 

この特別会期は、ガザ地区で危機が続く中、5 月に開催された第 10 回国連総

会の緊急特別会期の続きであり、その中で、パレスチナ国家が総会の会議に参

加するための追加的な権利を定める決議を採択した。 

この決議は、パレスチナに投票権を与えたり、安全保障理事会や経済社会理事

会(ECOSOC)などの国連主要機関に立候補を提案する権利を認めなかった。 

また、安全保障理事会からの特定の勧告を必要とするパレスチナ国家への加盟

も認めなかった。（了） 

 

【翻訳チェック 田中 靖宏】 
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